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三位－一体の改革について  

平成17年11月30日  

政 府 。 与 尭   

三位一体の改革については、「地方にてきることは地方に」という方針の  

下、平成18年産までに、左兆円程度の国庫補助負担金改革、3兆円規模盲  

目精した税源移譲、地方史付税の見直しの確実な実現を回るため、検討を進  

めてきた。   

政府。与党は、昨年Il月の「政府。与党合意」及び累次の「基本方針」  

首踏まえ、かつ、地方の意見を真筆に受け止め、平成18年度まての三位一  

体の改革に係る国庫補助負担金の改革及び税源移譲について、下記のとおり  

合意する。   

なお、地方交付税の見直しについては、今後の予算編成を通じて具体的な  

調整を行う。   

地方分権に向けた改革に終わりはない。   

政府。与党としては、幡年度まての改革の成果を踏まえつつ、国ヒ地方  

の行財放改革を進める観点から、今後とも、真に地方の自立ヒ責任を確立す  

るための取組を行ってい〈。  

言己  

t．国庫補助負二担金の改革について  

（l）総額  

国庫補助負担金の改革については、平成18年度において、上記「政   

府0与党合意」において同年度に行うことを決定済みの改革に加え、別   

紙lのとおり、税源移執こ結びっく改革（6，5ム0億円程度）を行う。  
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昨年度までの決定分（3．8兆円程度）に加え、今回の税源移譲に結  

びっく改革、さらにスリム化の改革及び交付金化の改革を進めることに  

より、4兆円を上回る国庫補助負捜金の改革を遠戚する。  

（2）各分野  

イ▲ 文教   

義務教官制度については、その根幹を維持L、義務教育費国庫負鯉  

制度を堅持する。その方針の下、費用負担について、ノト中学校を通じ  

て国庫負担の割合は三分の－ヒL、8，500億円程度の減額及び税  

源移譲－を確実に実施する。   

また、今後、与党において、 義務教育や高等学校数官等の在り方、  

国、都道府県、市町村の役割について引き続き検討する。  

ロ．社会保障   

児童扶養手当（3／4－→l／3）、児童手当（2／3 ＞l／3）、施  

設費及び施設介護給付費等について、国庫補助負担金の改革及び税源  

移譲を突施する。   

生活保護の適正化について、国は、関イ糸者協故合において地方カ、ら  

提案があり、両者が一致した適正化方策について速やかに実施すると  

ともに、地方は生活保護の適正化について真筆に取り組L。   

その上で、適正化の効果が上がらない場合には、国（故府。与党）  

と地方は必要ち・改革について早急に検討し、実施する。   

建設国債対象経費てある施設費については、地方蓑にも配慮し、以  

7の国庫補助負担金を税源移譲の対象ヒする。その際には、廃止D減  

額分の5割の割合‾F税源移譲を行うものとする。  
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また、上記の施設動こついて廃止¢減額L、税源移譲を行う場合に  
は、関連する運営費等の経常的経費・についても併せて見直しを行う。  

消防防災施設整備費補助金 等（総務省）  

公立学校等施設整備費補助金（文部科学省）  

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 等（厚生労働省）  

資源循環型地域綬興施設整備費補助金 等（経済産業省）  

．その他   

公営イ主宅家賃対策等補助の滅頭に当たっては、年度間や地域間の変  

動に対応した支援を匡はして的確に行うとともに、社会的弱者への住  

宅セーフティネットを実現するという国の責務を確実に果たすこと  

ができる仕組みを整備することとする。   

なお、今後の予算編成過程において検討される制度改正については、  

適切に対処する。  

2．税源移渡について  

（t） 税源移譲は、上記l．及びこれまでの国鹿補助負担金の改革の結   

果を踏まえ、別紙2のとおり、3兆円規模とする。  

（2） この税源移譲は、平成18年度税制改正において、所得税カ＼ら個   

人イ主民税への恒久措置として行う。平成18年康子算においては、別   

紙2の税源移言喪額の全額を所得譲与税によって措置する。  
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平成18年度における国庫補助負担金改革  

改革額   概   要  

総務省   10億円程度  消防防災施設整備費補助金、電気通信格差是正事業費補助金   
文部科学省   【70億円程度  公立学校等施設整備費補助金   

厚生労働省   5，2？0億円程度  児童扶養手当給付費負担金、児童手当国庫負担金、介護給付費等負担金、  
地域介護。福祉空間整備等施設整備交付金、次せ代官成文媛対策施設整  

備交付金（公立分）、医療施設等苑設警備費補助金（公立分）等  

農林本屋省   340億円程度  農業。食品産業強化対策推進交付金、農業共演事業事務費負担金、農山  
漁村地域活性化推進交付金、水産業梅興等推進交付金、米需給調整総合竜  

対策事業稚進費補助金 等  

経済産業省   70億円程度  ノト規模企業等活性化補助金、資源循環型地域掃興施設整備費補助金、新；                       u  
事業文媛施設整備費補助金   

国土交通省   620億円程度  公営性宅家賃対策等補助   

l  

環境省   40億円程度  産業廃棄物適正処理稚進費補助金、交付地方債元利償還金補助金   

合計   6，540億円程度  

．lゝ  

（注）上記は、昨年Il月の政府。与党合意において18年度に行うことが決定済みのもの（暫定措置ヒされ   

た義務教育費国庫負浪合を合し）以外で、税源移譲に結びっく改革に該当するもの   



匝垂司  

i．これまての国厚・補助負担金改革を踏まえ、3兆円規模の税源移譲を行  

う。  

2．上記l．の税源移譲は、次のとおりとする。  

（‡）今回決定分  

口厚生労働省  

0文部科学省   

。農林水産省  

¢経済産業省   

。国土交通省   

。環境省  

8総務省  

6，！00億円程度  

5♪020億円程度   

？0億円程度   

300億円程度  

50洩円程度   

引0億円程度  

30億円程度  

5億円程度  

（2）既決定分  2兆3，？？0億円程度  

税三原移譲額 合計  3兆0，0？0億円程度  

（注）既決定分は、昨年の政府・与党合意て決定済みのもの（暫定措置   

ヒされた義務教官貸国庫負捜金分8，500億円程度を含む。）及び平成   

16年床分の合盲十額。  

3．平成18年度予算においては、上記2．の税源移譲額の全額を所得譲  

与税によって措置する。  
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廃止丘縮減国庫補助金（医政局分）  

1．経常的な国庫補助金  

医療施設等設備整備費補助金（公立分）の一部  

（医療機器（へき地・遠隔医療に係るものを除く））  

10．0億円  

医療関係者養成確保対策費等補助金（看護師等養成所運営費（公的分））  

4．9億円  

□医療施設運営費等補助金（救命救急センター（公立分））  

28．2億円  

日医療施設運営費等補助金（病院内保育所運営費（公的分））  

1．1億円  

44．2億円  

2．施設整備責  

医療施設等施設整備費補助金（公立・公的）の一部   41．1億円  

（公立分）  

休日夜間急患センター、病院群輪番制病院、救命救急センター、がん診療施設、医学的リハビリテーション施設、小児医療施設、  

周産期医療施設、地域災害医療セント 等   

（公立t公的分）  

看護師等養成所、看謝宿舎、研修医のための研修施設、治験施設、歯科衛生士養成所 等   

（事項廃止）  

救急救命士養成所、理学療法士等養成所 等  

計  85．3億円   
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